
B 地区藤沢自治会会員各位、現役員各位                ２０２３年１月８日 

                B 地区藤沢自治会 

役員選出調整委員会 

２０２３年度 
第４６期 B 地区藤沢自治会役員選出について 

 

題記の件、第４６期自治会役員を選出しますので、各街区から１名の役員候補者を選出して頂き

ますようにお願いいたします 

役員候補者は添付別紙「役員候補者の希望役職届出書提出のお願い」により、「希望役職届出

書」の提出をお願いします 

各街区から役員候補者選出後の日程手順などは「希望役職届出書の提出」を参照してください 

 

注)立候補者がいる場合について 

１．輪番によらないで立候補する方は所属する各街区の現役員に申し出て頂きたくお願いします 

 (輪番によらない立候補や、現役員の再任を妨げないことになっています) 

2．輪番により第４６期役員になる予定でいた方と立候補する方と現役員との話し合いなどで 

各街区１名の候補者を選出するようお願いします  (この場合の方法は街区に一任されます) 

 

―以上― 

回覧 



第４６期自治会役員候補者 各位                         ２０２３年１月８日 
Ｂ地区藤沢自治会 

役員選出調整委員会 

(２０２３年度)第４６期 B 地区藤沢自治会 

役員候補者の希望役職届出書提出のお願い 
 
第４６期自治会役員を選出するため、役員候補者の希望役職届出書の提出をお願いします 
役員候補者に希望する役職を届け出て頂き、この内容をもとに役員選出調整会議にて選出調整し決定します 
添付別紙、「第４６期自治会役員立候補者の希望役職届出書」に希望される役職を第１、第２、第３希望に○
印を記入し、番地と氏名を記入して自分の街区の現役員経由で役員選出調整委員長へ提出をお願いします。 
 
◆提出期限：1 月 21 日(土)  ◆提出先：自街区の現役員経由 役員選出調整委員会 村松委員長(645-19)宛 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―以上― 

【選出方法、日程など】 
(１)希望できる役職は、会長、副会長、各部（総務、環境安全、防犯防災、広報、体育青少年、福祉）の単位です。 
   各部内の職位（部長、担当）の指定はできません。第１～第３希望は重複しないように選んでください。 
(２)各役員の役割については添付の「B 藤沢自治会役員各部の役割」を参照ください。また、現役員による役職説

明会を行いますので知りたい方はご参加ください。参加は任意で、事前申し込みは不要です。 
   
(３)役員の選出スケジュール 

◆1 月 ８日（日）立候補受付開始 
各街区の現役員へ本紙を配布し、各街区で回覧し、候補者に渡します 

◆1 月１５日（日）役員活動内容説明会 
        希望役職を決めるために役員の活動内容を知りたい方に現役員が説明します  

          1 月 15 日(日)14 時～15 時に集会所にて開催(参加者少数の場合は早めに終了予定) 
 ◆1 月２１日（土）希望役職届出書の提出締切日 

現役員の方は１月２０日(金)までに役員選出調整委員長へ提出 
 ◆1 月２３日（月）公示書を集会所玄関に掲示（候補者全員の氏名と希望役職の公表） 
          １月 25 日までに役員選出調整会議開催通知と公示書を候補者宅に投函します 
 ◆2 月１２日（日）役員選出調整会議（出席者：候補者、現三役、役員選出調整委員） 
           時間：10：00～12：00   場所：集会所洋室 
           候補者(または代理者)は必ず出席をお願いします。 
(４）選出方法(役員選出調整会議での主な手順) 
   ①第１希望者数が定員以内の場合、その希望者は仮確定。 
   ②第１希望者数が定員より多い場合、その役職の第１希望者間で話合い、決まらなければ抽選。 
   ③以下、同じ手順を、第２希望⇒第３希望の順に実施。 
   ④この時点で空席の役職は、第３希望までに役職が確定しなかった候補者間で話合い、決まらなければ抽選。 
   ⑤役員確定後、同じ部内の職位(部長、担当)を当事者間で話合い、決まらなければ抽選。 
  なお、特段の事情があると役員選出調整委員長が認めた場合は、上記手順によらず調整を行う場合があります。 
 

回覧 



B 地区藤沢自治会役員、各部の役割 
２０２３年１月 8 日 
役員選出調整委員会 

自治会規約による各部各役員の主な役割は下記のとおりです 
職 名 定員 主な業務内容 

会長 １名 会を代表し会務を総括する。  
B 藤沢自治会役員会の議長。 
B 茅ヶ崎自治会との連絡会(三役含む)開催、など 

副会長 2 名 会長の補佐、会長に支障あるときは職務を代行する、 
分担して各部を補佐する、会長特命事項など 

総務部 総務部長 1 名 総会、役員会の開催、役員との連絡、 
他の部に属さない事項とりまとめなど  

会計担当 1 名 会計・出納事務 
総会で会計結果報告をする、次年度の予算編成など 

集会所担当 1 名 集会所の運営および維持管理など 
インターネットによる予約受付システムの運用 

環境安全部 
 

環境安全部長 
兼交通安全担当 

1 名 交通安全に関すること、など 

環境衛生担当 1 名 コミ処理、公園・緑道等の掃除および植栽の維持管理の 
とりまとめ。環境衛生に関すること、など 

防犯防災部 防犯防災部長 
防災担当 

1 名 防災計画、防災訓練に関すること、など 

防犯防災部 
防犯担当 

1 名 防犯活動に関すること、 
防犯パトロール取り纏め、防犯灯の維持管理、など  

広報部 広報部長 1 名 自治会便りの発行、役員会議の議事録作成、 
広報ふじさわや各種回覧物の配布など   広報部担当 1 名 

体育青少年部 体育青少年部長 1 名 レクリエーション大会、夏祭り参加などの地区体育活動 
および青少年活動に関すること、など 体育青少年担当 2 名 

福祉部 
 

福祉部部長 1 名 福祉行事の実施、募金のとりまとめなどの福祉活動に 
関すること、など 福祉部担当 1 名 

 
(1)上記以外に下記の委員会が設置されます 

B 藤沢自治会 建築協定委員会 会長、副会長、総務部、広報部の８名の委員 
次期役員の役員選出調整委員会 三役４名を除く役員から５名の委員 

 
(2)実際にはその期の状況により活動内容が一部変更されることがあります 

(例えばコロナ過でレク大会が中止) また、役員の高齢化による問題も検討課題となっています 
                         



 役員選出調整委員会 行き 
（自街区の現役員経由） 
１月２１日までにご提出ください 
 

第４６期自治会役員候補者の希望役職届出書 

 
自治会役員候補者住所、氏名 

 
                 フリガナ 

街区-番地             氏 名                     
                             (楷書でお願いします) 
 

希望する役職を第１希望１ヶ所、第２希望１ヶ所、第３希望１ヶ所と計３ヶ所に○印を記入する 
(NG:例えば第１希望に２か所〇印を付けるなど重複しないこと) 

 

役職名 定員 
第１希望 

〇印１ヶ所 
第２希望 

〇印１ヶ所 
第３希望 

〇印１ヶ所 
会長 1       
副会長 2       

総務部 
総務部長 

3 
      

会計担当 
集会所担当 

環境安全部 
環境安全担当 

2 
      環境衛生担当 

防犯防災部 
防犯防災部長 

2 
      防犯防災担当 

広報部 
広報部長 

2 
      広報担当 

体育青少年部 
体育青少年部長 

3 
      

体育青少年担当 
体育青少年担当 

福祉部 
福祉部長 

2 
      福祉担当 

 


